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大阪府健康医療部長 

医師臨床研修における広域連携型プログラム枠（仮称）に関する要望 

大阪府の健康医療行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

 さて、令和５年 10 月４日に開催された令和５年度第３回医道審議会医師分科会医師臨床研修部
会において、「令和８年度以降は、医師多数県の募集定員上限のうち一定程度を、「医師少数県」又
は「医師中程度県の医師少数区域」に所在する臨床研修病院で半年間以上研修を行うプログラムの
募集定員に充てることとしてはどうか」（広域連携型プログラム枠（仮称））との案が示されたこと
を踏まえ、令和５年 12月 27日付け医対第 2395号により大阪府医療対策協議会会長から貴局医事
課長あてに「医師臨床研修における広域連携型プログラム枠（仮称）に関する要望」を提出させて
いただいたところです。 

その後、令和６年１月 29 日に貴局が開催した「医師養成課程を通じた医師の偏在対策等に関す
る検討会」において、広域連携型プログラム枠（仮称）の方向性が令和５年度中に取りまとめられ
る予定であることが示されました。 

本府としましては、臨床研修制度は研修医ファーストであるべきと考えておりますので、プログ
ラムの設置を決定し、詳細を検討されるにあたっては、以下について配慮いただくことを要望いた
します。 

１． 広域連携型プログラム（仮称）は、臨床研修医にとって不本意な研修を強いられることが想 

定されるため、募集定員上限の範囲内で運用しないこと。 

２． 仮に、募集定員上限の範囲外で広域連携型プログラム（仮称）を運用する場合でも、臨床研 

修医の希望を第一に考えて、プログラムへの参加が事実上強制されることがないようにすると 

ともに、研修医に負担を強いることのないように、また研修医がメリットを感じられる制度に 

すること。 

３． 仮に、募集定員上限の範囲外で広域連携型プログラム（仮称）を運用する場合でも、国がそ 

の意義や効果を明確に示すこと。また、制度の導入にあたっては、医療機関や都道府県任せに 

することなく、医療機関同士のマッチングや、研修プログラムの内容や指導体制といった研修 

の質の担保などにおいて、国が主導的な立場で進めるとともに、医師少数県又は医師中程度県 

の医師少数区域に所在する臨床研修病院で研修を行うことで生じる経費について、支援策を講 

じること。 

４． 広域連携型プログラム（仮称）の詳細が決定される前に、プログラムの対象となる都道府県 

に対して十分な協議を行うとともに、都道府県に対して逐次情報提供を行うこと。 
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